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防
火
ポ
ス
タ
ー
で
火
の
用
心 

消費生活 
相談の 
窓口 

お 知 ら せ 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
・隣近所の協力体制をつくる。 

加東消防から 

消防の動き  消防の動き  

加東消防から 

■防火ポスター展示（各地区文化祭） 
■ 滝野･東条中学校トライやる 
 　11月6日（月）～10日（金） 
■自衛消防競技大会 
 　11月8日（水）　14：００～ 
■防火パレード 11月12日（日） 

＜10月1日現在＞ 

火災 
救急 

２３件 
１,００８件 

予 定  

    

　
消
防
本
部
で
は
、
市
内
の
小
中

学
校
生
を
対
象
に
、
火
災
予
防
推

進
の
目
的
で
防
火
ポ
ス
タ
ー
を
募

集
し
ま
し
た
。
応
募
数
百
六
十
点

の
う
ち
、
教
育
委
員
会
か
ら
選
任

さ
れ
た
審
査
員
に
よ
り
、
最
優
秀
賞
・

優
秀
賞
を
選
定
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
受
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

（
敬
称
略
） 

○ 

最
優
秀
賞 

稲
岡
早
紀（
社
小
五
年
）、
橋
間
彩
人（
滝

野
東
小
六
年
）
、
森
本
翔
貴
（
滝
野
南
小

六
年
）
、
柳
　秀
憲
（
附
属
小
六
年
）、
常

峰
孝
太（
滝
野
中
二
年
）、
東
城
夏
香（
社

中
三
年
） 

 

○ 

優
秀
賞 

時
本
郁
弥（
滝
野
東
小
一
年
）
、
別
府
凌

名（
滝
野
東
小
二
年
）
、
坂
辻
直
哉（
東
条

東
小
二
年
）、
小
坂
鈴
音（
東
条
東
小
二
年
）
、

小
田
雅
史（
附
属
小
二
年
）
、
藤
本
光
貴

（
附
属
小
二
年
）、
三
木
渓
杜（
社
小
三
年
）、

安
達
麻
衣
（
米
田
小
三
年
）
、
名
村
伊

久
美
（
附
属
小
三
年
）
、
笹
倉
由
衣
（
社

小
四
年
）
、
西
山
恭
平
（
社
小
四
年
）
、

森
本
み
な
み
（
三
草
小
五
年
）
、
丸
山

誠
也（
滝
野
東
小
五
年
）、
西
村
和
起（
滝

野
南
小
五
年
）、
石
井
雄
大（
福
田
小
六
年
）
、

吉
岡
朋
美（
滝
野
東
小
六
年
）
、
岸
本
美

穂（
東
条
西
小
六
年
）
、
亀
野
健
太（
社
中

一
年
）
、
石
井
ま
い
（
滝
野
中
一
年
）
、

石
井
美
菜
子（
社
中
二
年
）、
藤
本
安
那

（
社
中
二
年
）、
藤
原
智
貴（
東
条
中
二
年
）
、

伊
藤
　杏
（
東
条
中
二
年
）
、
浅
場
亜
由

美（
滝
野
中
三
年
）
、
山
田
彩
乃（
滝
野
中

三
年
）
、
山
本
菜
緒（
東
条
中
三
年
） 

 

　
な
お
、
ポ
ス
タ
ー
は
十
一
月
の

文
化
祭
・
菊
ま
つ
り
に
展
示
し
、

火
災
予
防
を
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。 

 
　　　　注文してもいないのに、いきなり自宅に商品が送られてきました。
　　　　　　購入する気はないし、どうすればよいか困っています。  
　　　一方的に商品を送りつけられただけでは、代金を支払う必要はありません。 
　　　しかし、１４日の間に商品を使用したり処分した場合は、購入を承諾し
たとみなされ、代金を支払う必要があります。 
　購入を承諾しないで１４日間を過ぎても業者が商品を引き取りにこなかった
場合は、自由に処分できますが、念のため購入する意思がないことを書面で
通知してもよいでしょう。 
　商品が届いたら、家族の誰かが注文したと早合点せず、不明なものは受け
取らないようにしましょう。 
　くわしいことは、消費生活相談コーナーまで。 　 
■相談日　毎週水・金曜日（祝日は除く） 
■場　所　加東市役所滝野庁舎　市民生活部生活課 
■相談員　消費生活アドバイザー･消費生活専門相談員 角田知子 

加東市生活課（滝野庁舎）（　48-3507） 問い合わせ 

「送りつけ商法」に注意 「送りつけ商法」に注意 

　狩猟者のみなさんはもちろんのこと、入山者のみなさんも次のことに
十分注意して事故防止に努めましょう。  

①猟銃の発砲にあたっては、必ず獲物の位置の確認をしましょう。 
②鳥獣保護区や銃猟禁止区域、休猟区などの区域は昨年度と同じとは
限りません。今一度確かめましょう。 

③銃の持ち運びや自動車内、家での保管は決まった方法で行いましょう。 
④ワナには住所･氏名など、規則で定められた標識を付け、定期的に見回り
を行いましょう。  
たくさんのハンターが入山しますので、（特に休日など）一般の入山者
も注意して、目立つ服装で入山し、事故防止にご協力ください。  

  
　松枯れの多くは、松くい虫（マツ材線虫病）による病虫害です。松
くい虫被害から貴重な松林を守り、緑豊かな自然環境の保全を図る
ため、11月を防除強調月間と定めています。 
　6～8月に松くい虫の被害を受けた松が9月頃から枯れ出しています。
放置すると周辺の松に伝染します。また倒れてきて大変危険なので、
松林をお持ちの方は伐倒し、薬剤散布や消却、破砕チップなど松林
の中にいるカミキリの幼虫などの駆除を積極的に行って頂きますよう
お願いします。 
 

　11月は「松くい虫防除強調月間」です。 
 

11月9日（木）～11月15日（水） 
「消さないで　あなたの心の　注意の火」（平成１８年全国統一標語） 

火の用心 
4つの 
対策 

火の用心 
3つの 
習慣 

悪質業者にご注意を!悪質業者にご注意を!悪質業者にご注意を!
　市内において、上下水道部職員を装ったり、委託されている業者な
どと偽り、「水道管や下水道管を洗浄する必要があります。」とか、「浄
水器やその他の器具の取付けを勧める。」などの業者が訪問しています。 
　上下水道部では、そのような指導は一切行っていませんので、そ
の意思のない方は、はっきり断ってください。 

～上下水道部からのお知らせ～ 

問い合わせ 加東市農林課（東条庁舎）（　47-1303） 

「松くい虫から松の緑を守ろう」  
 
「松くい虫から松の緑を守ろう」  
 
「松くい虫から松の緑を守ろう」  
 

狩猟者の 
みなさんへ 

入山者の 
みなさんへ 

平成18年11月15日から平成19年2月15日（シカの場合は2月28日）までの間は、 
狩猟が解禁となります。 
 

寝たばこは 
絶対しない。 ストーブは 

燃えやすい 
ものから離れた 
位置で使用する。 

ガスこんろなどの 
そばを離れる時は、 
必ず火を消す。 
 


